
農振除外受付までのフロー

計画の発生

(具体的な計画案)

農用地区域(青地)か？

NO

YES

計画地は1,000㎡以上？

NO

YES

転用申請

(農業委員会）

土地利用委員会

土地利用委員会事前申請書提出

1,000㎡以上の場合、農林課・都市計画課の協議が必要。
（計画の必要性・他法の適用状況など計画実現の可能性の
相談。）

土地利用の承認がなければ、除外はできません。計画の変更
又は計画地の変更を検討してください。

NO

3,000㎡以上は開発行為となる。

農振除外の相談・協議 意見書に対しての関係課と協議・措置

意見書を付して同意通知

意見を全てクリア

NO

YES

意見を全てクリア

NO

YES

YES
指摘事項の解決の見込
みについて協議が必要。

変更の適否判断のため、部長以下
の内部検討会（書類審査・現地確
認等）を相談期間内に行う。

YES

事前審査調書の
提出

事業計画書の
本申請

島田市農用地利用計画変更事前協議書に
計画概要のわかる書類を添付して提出

除外事務フローへ 土地利用幹事会での審議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



県との事前調整
(ヒアリング・現地確認）

土地改良事業の
受益地か？

NO

YES

振興計画案・
施設調書の作成

指摘事項を全てクリア

YES
NO

振興計画の縦覧
・決定

30日間縦覧し、市民から
意見聴取を行う。

YES

農業振興地域整備
計画変更案の作成

県との事前調整 整備計画書変更案の
内容について調整する

指摘事項を全てクリア

NO

①農業委員会

②土地改良事業施工者
（関東農政局大井川用水農業水利事業所
静岡県牧の原農業用水建設事務所）

 ③大井川農業協同組合ほか

　 ④土地改良区（大井川・神座・金谷･牧之
　　原畑地総合整備等）

関係機関協議
(規則第4条の4第1項第27号)

本来、受益地だけの協議でよいが、全件
協議すれば、後の協議が不要になる。

同意

同意がなければ、
除外は不可

農振調整会議(県)

YES

異議あり（不同意）

異議なし（同意）

意見に対する各課への回答
計画案の修正等

除外事務フロー
 

 

 

 

 

 

 

 



県への本協議

農業振興地域整備計画変更案の公告・縦覧（11条公告)
【30日間の意見書提出期間及び15日間の異議申出期間】

縦覧期間終了日から60日以
内に異議に対して処分

異議あり

処分の決定の翌日から30日
以内に県知事に審査申立、受
理後60日以内に異議に対し
て処分

異議なし

処分に対し不同意

処分に対し同意

棄却

計画案の修正

容認

農用地利用計画
の県知事同意

農業振興地域整備計画変更案の公告・決定（12条公告)

申出者に通知

 

 

 

 

 

 

 


